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○議長（井上勝彦君）順番６、５番 森下君。  ①本市では、福祉有償運送について、どの

ような事業であると考えていますか。②現在、

福祉有償運送実施団体数はどれだけあります

か。③現在、福祉有償運送を利用されている

方は何人いますか。④福祉有償運送実施団体

に対する支援はありますか。なければ、今後

考えられる支援策はありますか。 

〔５番（森下伸吾君）登壇〕 

○５番（森下伸吾君）ただ今、議長のお許し

をいただきましたので、通告に従い、一般質

問を行わせていただきます。 

 今回の一般質問、１項目めとしまして、新

婚世帯住宅取得補助金の現状と今後の取り組

みについてお聞きします。  以上のことをお聞きしまして、私の第１回

目の質問といたします。  橋本市への若年層の定住を促進し、人口維

持、地域の活性化を図るため、平成24年４月

から開始された、新婚世帯住宅取得補助金事

業についてお尋ねします。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君の質問項

目１、新婚世帯住宅取得補助金に関する質問

に対する答弁を求めます。 

 ①事業が開始して１年が経過しようとして

います。これまでの申請状況をお聞かせくだ

さい。②事業を広く知ってもらうための情報

発信はどのようにされていますか。③これま

での申請結果を踏まえ、今後、取り組むべき

対策はありますか。 

 企画部長。 

〔企画部長（森口清隆君）登壇〕 

○企画部長（森口清隆君）定住促進住宅取得

補助金の現状と今後の取り組みについてお答

えいたします。 

 本補助金制度については、平成24年度から

３年間に限定した施策として、人口減少及び

少子化対策を目的に、新婚世帯をターゲット

とした定住促進施策を実施しております。 

 次に、２項目めになります。福祉有償運送

実施団体が継続して運営できる支援策につい

てお尋ねします。 

 福祉有償運送とは、一人ではバスやタクシ

ー等の公共交通機関を利用することが困難な

身体障がい者、要介護者、要支援者などを対

象に、有償で移送サービスを行う事業です。

福祉有償運送を実施できるのは、ＮＰＯ法人

や社会福祉法人、商工会議所など、営利を目

的としない法人に限られています。 

 議員おただしの、補助金の申請状況ですが、

平成25年２月20日時点の交付決定件数は34件

で、補助金額は合計で1,490万円となっていま

す。そのうち、市外から転入された件数は約

５割の18件という状況になっています。また、

住宅区分の内訳としまして、築１年未満が24

件、築１年以上から10年未満が４件、築10年

以上が６件となっています。  しかしながら、福祉有償運送実施団体のほ

とんどが苦しい財政状況であり、このままで

は撤退する業者が出てくることが危惧されま

す。福祉有償運送の継続的かつ安定的な確保

のためにも、行政からの支援が必要ではない

かと考え、以下の点についてお尋ねします。 

 ２点目の、本事業の情報発信についてです

が、市の広報やホームページ、また、民間の

住宅販売業者を介して情報提供を行っていま

す。実際に補助金を受けられた方へのアンケ

ート調査では、補助金制度を知った媒体につ
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いては、広報が約４割、住宅販売業者が約５

割という回答になっていたことから、今後も

広報、ホームページ、フェイスブックページ

など、多様な媒体を通してＰＲ、情報発信に

努めてまいりたいと思います。 

 次に、３点目の、申請結果等を踏まえ、今

後取り組むべき対策についてですが、現時点

での補助金交付決定者へのアンケートを見ま

すと、本市での住宅取得決定に本補助金がど

の程度影響があったかという質問項目では、

「大きな影響があった」に対する回答率が約

６割となった一方、補助金がなくてもこの時

期に取得したという方は約８割程度でありま

した。したがいまして、本市で住宅取得する

きっかけの拡大は図れたものの、補助金によ

って橋本市への定住促進が図れたものは２割

程度と見ることができます。 

 今後も引き続き、補助金交付状況とアンケ

ート結果などをもとに、費用対効果の分析を

行う一方で、周辺自治体の施策動向も踏まえ

つつ、さきにも述べましたとおり、市内外に

対し積極的なＰＲ、情報発信に努めてまいり

たいと考えています。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君、再質問

ありますか。 

 ５番 森下君。 

○５番（森下伸吾君）ご答弁ありがとうござ

います。それでは、再質問させていただきた

いと思います。 

 先ほどもありましたように、この１年間で

申請があった方、件数が34件ということであ

ります。その34件のアンケートの結果が先ほ

どございましたけども、その中で、この補助

金制度を知ったのが、半分が広報、半分がハ

ウスメーカーのチラシということになってお

ったと思います。 

 特に、ハウスメーカーのチラシといいます

と、金曜日か土曜日かに入れられると思うん

ですが、私も今週のハウスメーカーのチラシ

をずっと見ておりまして、いろいろハウスメ

ーカー、入れてはいただいておりますけども、

この中で橋本市のこの住宅補助金を載せてい

ただいているメーカーというのは、多分１社

じゃないかなというふうに思います。私が確

認できた分ですけど、ほかにもあるのかもわ

かりませんが。 

 ですので、このあたり、ハウスメーカー、

橋本市以外でも取り扱っている物件がありま

すので、橋本市だけのことを載せるのはちょ

っとだめなのかなとも思いますけども、しか

しながら、橋本市の大きな住宅開発地がござ

いますよね。あやの台とかさつき台とかがご

ざいますけども、そういうところの住宅メー

カーにはどんどんアピールしていただければ、

これは市のお金を使わずに、どんどんアピー

ルしていただけるわけですから、これほどあ

りがたいことはないというふうにも思います

ので、この点いかがでしょう。もう少し、ハ

ウスメーカーに対して積極的に訴えるべきだ

と思いますけども、この辺いかがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）お答えさせていた

だきます。 

 確かにＰＲ、これは重要なことだと考えて

ございます。この34件につきましても、これ

が多いのか少ないのか、これは今後検証して

まいりたいと思いますが、ハウスメーカーの

住宅会社、そして不動産、建設業者、すべて

含めまして、もう少し積極的な、聞かれて答

えるんじゃなくして、私どものほうから積極

的なＰＲを今後やってまいりたいと、担当部

署の担当者とはこのように話をしてございま

す。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君。 

○５番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 ですので、聞かれて、このハウスメーカー
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も多分これ、載せていいですかというふうに

聞いていただいて、いいですよと市のほうが

答えて載せていただいたんだとは思いますの

で、ではなしに、これは橋本市としてどんど

ん、これは３年間ですよということですよね。

27年の３月までということですから、３年間

の今この措置でもありますので、事業でもあ

りますので、そこをしっかりハウスメーカー

も、消費税の問題もありますので、今、本当

に住宅を取得するにはお手頃ですよといいま

すか、その辺、今購入するにはお得ですよと

いうこともありまして、この辺もしっかり、

市の若年層の方をどんどん取り入れていただ

くきっかけにはなると思いますので、そのあ

たりもよろしくお願いしたいと思いますし、

特に、先ほども言いました大型住宅地、特に

南海電鉄などは、大きなあやの台のほうでや

っておりますので、そのあたり、南海電鉄と

連携をといいますか提携をして、例えば、駅

構内にポスターを張らせていただくとか、あ

とは駅前でチラシをまくとか、そのあたりの

お考えはいかがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）ただ今の南海電鉄

との連携でございますが、今年度、私どもの

ほうでは、当初予算でカタログの作成という

ことで橋本市のＰＲ、そういうことで予算計

上をさせていただいております。お認めいた

だければ、この作業に取りかかってまいりた

いと思っております。 

 ただ今、議員申されましたように、これに

ついては駅構内へ置かせていただいたり、ま

た、イベントで配布をしたり、あと住宅メー

カーにもお配りをさせていただいたり、その

辺のところを今、考えてございます。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君。 

○５番（森下伸吾君）今のカタログ製作は、

この住宅取得補助金のことのみですか。それ

とも、ほかのこともあわせての、いわゆる橋

本市へ定住してもらえるためのいろんな事業

をあわせてのチラシ、パンフレットになるん

でしょうか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）にぎわいのあるま

ちづくりということで、全般的に考えてござ

います。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君。 

○５番（森下伸吾君）ありがとうございます。

ということは、いろんな事業と。橋本市で住

むには、こういう子育てしやすいですよとい

うような事業が載っているということだと思

います。 

 これは同僚議員にいただいたんですが、実

は、河内長野市ではこういうふうなチラシを

つくっておりまして、実際にこれ、駅前で配

っていたということでありました。これだけ

の立派なものですので、結構費用がかかって

ますが、この中にも、河内長野市も実際にい

ろんな、こういうふうな子育てに対してのい

ろんな事業も載っております。こういうふう

な感じ、雰囲気になるのかなと思いますけど

も、そのほか、こういうふうな、ちょっとボ

ロボロですが、ティッシュを、この中に広告

を載せて、これを配っていたりということも

されております。 

 ですので、いろいろなそういうふうなアイ

デアもありますし、今、部長のほうにもお渡

しをちょっとさせていただきましたけども、

同じ河内長野市で申しわけないですけども、

国道371号線沿いの七つ辻という交差点があ

りますけども、実際にこれ、そうなりますが、

こういうふうな大きな交差点に看板を掲げて

います。これ、車がありまして、車と同じぐ

らいか、車以上の大きさの看板がかかってお

りまして、これ、だれがこの前を通ってもよ

くわかるような看板になっております。 
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 ですので、これぐらいの規模の、ちょうど

京奈和自動車道の橋本東インターをおりたと

ころに、こういうのがもしあれば、これはよ

く目立つと思いますし、あそこは特に、あや

の台のショッピングセンターは他府県から、

市外からの方もたくさん買い物に来られます

から、こういうのがもし設置するのが可能で

あれば、そういうこともアピールになると思

います。 

 この辺、市民の方も、やはりいろいろ企画

のほうで頑張ってアピールしていただいてま

すが、まだまだやはり周知されていないとい

うふうにも思いますし、職員の方も、まだま

だこのことについて、あまりご存じじゃない

のかなということもございます。ですので、

また職員の方々、どんどんアピールをしてい

ただいて、ぜひともこの制度、まだ１年目の

ですので、どういうふうな結果が、費用対効

果が出るかというのはこれからだとは思いま

すけども、しかしながら、先ほどのアンケー

ト、統計の結果を見ましたら、半分が市外か

ら来られているということでもありますので、

一つのきっかけにはなっているんじゃないの

かなと思いますし、これだけがすべて結果と

いうわけではないと思います。やはり、いろ

いろ橋本市で子育てするにはいろんな政策が

ある。小学生の医療費の無料とか、そういう

のもいろいろとあわせて、これとあわせて橋

本市は子育てしやすいんだということだとア

ピールができれば、どんどんとまた転入者の

方も増えるというふうに思います。 

 特に、すいません、また違う点から言いま

すと、これは新婚世帯の方を対象にした補助

金ということでもありますので、橋本市に婚

姻届などを出しに来られる方が、新婚さんが

いると思うんですが、そういう方に、特に、

この補助金を使って橋本市に定住してくださ

いよという、例えば、窓口でアピールとかさ

れたりということはされておりますでしょう

か。急で申しわけないですけど。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）誠に申しわけござ

いません。そこまでは今のところやってござ

いません。 

 それと、続いてよろしいですか。私どもの

ほうで今、担当課のほうといろいろ話をする

中で、担当の職員もかなり積極的で、市内の

定住促進を図る、それはもちろんなんですけ

ども、要するに市外の方を転入をしていただ

くということが大事なのではないかというこ

とで、これは担当者の意気込みなんですけど

も、大阪、広範囲にかけて、やはり足で、河

内長野市ではないんですけども、ポケットテ

ィッシュを配るというような、内容はまだ決

まってないんですけども、そういうことでや

っぱりＰＲをしたいなというようなことも今、

話をしておりますので、それも含めて検討し

てまいりたいと、このように考えております。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君。 

○５番（森下伸吾君）ありがとうございます。

その意気込みを本当に期待しておりますので、

ぜひとも来年度の今頃には、しっかりとした

評価をしていただければというふうに思いま

す。 

 １項目めの質問は、以上で終わります。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目２、福

祉有償運送実施団体への支援策に関する質問

に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（北山茂樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（北山茂樹君）福祉有償運送

についてのご質問にお答えします。 

 １点目の、福祉有償運送に対し、どのよう

な事業と考えているかとのご質問でございま

すが、身体障がい者の方や、要介護者の方々

など、一人ではバス、タクシー等の公共交通
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機関を利用することが困難で、乗降時やまた

は移動中に何らかの介護や見守りが常時必要

となる方々に対し、ドア・ツー・ドアの個別

輸送サービスを提供するのが福祉有償運送で

す。 

 従来、公共の福祉を確保する観点から、旧

道路運送法第80条の規定に基づき、一定の要

件を満たした場合については、ＮＰＯ法人等

に対して自家用自動車による有償運送の例外

許可を行い、福祉輸送サービスの確保を図っ

てまいりました。 

 近年、過疎化の進行や高齢化の進展により、

地域や都市の構造も大きく変化しつつある中

で、移動制約者の方々の福祉輸送サービスに

対するニーズも急増し、タクシー等による輸

送サービスを補完するものとして、ますます

その重要性が高まっていくものと考えられて

います。 

 こうした状況を踏まえ、ＮＰＯ法人等によ

る福祉有償運送が、より一層安全・安心な移

送サービスとして提供されるよう、平成18年

10月に施行された改正道路運送法により、新

たに登録制度として法律上の位置付けが明確

化され、概ねタクシー料金の半額以下でご利

用いただいております。 

 本市においては、福祉有償運送を希望され

るＮＰＯ法人等の団体の申し込みについては、

公募を行った上で、橋本市を営業区域に含む

タクシー事業者、福祉有償運送の利用が想定

される各団体の代表者、近畿運輸局和歌山支

局、ＮＰＯ法人の代表者の方々等で組織する

「橋本市福祉有償運送運営協議会」において、

審査運用基準に基づき、運送主体、運送の対

象者、運送の区域、使用車両、運転者等々に

ついて協議し、協議が整えば、国土交通大臣

に登録申請及び更新登録申請を提出すること

となっています。 

 ２点目の、実施団体数については、平成25

年２月末現在８団体です。 

 ３点目の、利用されている方の人数でござ

いますが、８団体の有償運送団体へ登録され

ている方は合計335名の方々です。 

 ４点目の、実施団体に対する支援について

は、有償運送の運転者の要件として、第二種

免許を受けている方、または国土交通大臣が

認定する福祉有償運送運転者講習等を修了さ

れた方となっていることから、市において、

福祉有償運送運転者講習会を実施しています

ので、議員のご理解をお願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君、再質問

ありますか。 

 ５番 森下君。 

○５番（森下伸吾君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 ご説明ありましたように、一人で外出する

ことが困難な方、特に、一般の方はご利用で

きないということで、会員にならなければ、

これを利用することはできないということで

す。しかしながら、家族の方に送迎をしてい

ただくとかいうのが理想ではあるんですけど

も、そういうこともできない方、また、介護

保険が使える方でしたら介護タクシーも使え

ますし、金銭的に余裕がある方でしたら一般

のタクシーも使えるんですけども、そういう

こともすべて当てはまらない方のセーフティ

ネットとして、この福祉有償運送というのが

あると思います。 

 この質問をするにあたりまして、私もいろ

いろデータをいただきまして調べてみたんで

すが、５年前の平成20年１月から平成24年12

月のデータがあります。平成20年１月の人口

は６万9,901人ですが、平成24年12月は６万

6,862人。3,039人の減ということであります。

そのうち高齢者数も出ておりまして、高齢者

数は１万5,068人が５年前です。今、平成24

年12月のデータは１万6,619人。1,551人増え
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ておるということになります。高齢化率を見

てみますと、５年前は21.81％だったのが、平

成24年12月には25.3％です。ですので、25％、

橋本市の約４人に１人が高齢者であるという

ことであります。 

 しかしながら、やはりなぜ増えないのかと。

一つの問題が、やはり１回のサービスにどれ

だけの収入を得られるかということであると

思いますが、これもデータをいただいておる

んですが、どれだけの距離を走り、どれだけ

の収入を１回のサービスで得られるかという

ことなんですが、８団体の平均が、１回サー

ビスをするのに距離的に7.2㎞です。収入は

610円ということであります。610円の輸送サ

ービスをしているということになるんですね。

ですので、先ほども部長からもありましたよ

うに、料金設定はこの各事業者が決めてます

が、大体タクシー料金の半額というふうに目

安とされております。タクシー会社も、今、

結構大変な事業をされていると思いますけど

も、そのさらに半額ということでありまして、

やはりこれを運営していくというのは、営利

を目的としないＮＰＯ法人とかが中心ですけ

ども、赤字を出してまで、やはり運営をして

もらえないんじゃないかなというふうにも思

います。果たしてこれ、人件費まで出てるの

かどうか。はっきり言って、ここまでの収入

であれば、人件費はほとんど出ておらないよ

うな状況じゃないかなというふうにも思いま

す。 

 その他のデータも出てありまして、要支

援・要介護者の認定者数というのも調べてい

ただきまして、５年前は3,447人であったのが、

平成24年12月では4,121人。674人の方が新た

に増えていると。要支援・要介護者の認定者

数が増えていると。ですので、平均しますと

毎年130人の方が認定されているということ

になります。そのうちの要支援１・２の方は、

５年前848人だったのが、平成24年12月には

1,163人。315人増えているということになり

ます。 

 しかしながら、福祉有償運送実施団体は、

５年前は７団体であったと思いますが、今現

在は８団体ということでありました。やはり、

団体が増えないというのは、利用者のニーズ

がないからだというふうに思われますでしょ

うか。その辺、いかがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（北山茂樹君）先ほどから議

員がお答えいただきました、人口の減少する

一方の中で高齢者が増えている。さらに、要

支援・要介護者の人数が増えていっていると

いう状況の中では、答弁の中でも言わせてい

ただきましたけども、今後のニーズというん

ですか、その需要はどんどん増えていくとい

うことかと思います。 

 ですので、このまま本当にこの業者が、団

体が、もう運営をできない、撤退するという

ふうなことになりまして、これをかわりに行

政がやるということになれば、今までの何十

倍、何百倍という人と費用がかかるというふ

うにも考えられます。ですので、やはりここ

は、市としても何らかの支援策が必要じゃな

いかというふうにも思います。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君。 

○５番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 私もニーズは増えてくると思いますし、実

際に、この福祉有償運送を利用したいという

方からのご相談も受けたことがありますし、

反対に、この事業をやりたいという方からの

ご相談も受けたことがあります。 

 岡山県の倉敷市では、法人市民税均等割相

当額を上限として、輸送実績に応じた補助金

を支給しております。ですので、法人税のい

わゆる均等割を上限として実施されていると

いうことなんですね。三重県の伊賀市でも同
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じような形で補助金を支給をされております。 

 ですので、先ほどありましたように、講習

会の実施は、これは無料でやっていただいて

いると思うんですけども、その運送の実績に

応じた補助金、特に赤字にならないような、

そういうふうな相当額の補助というのはでき

ないものでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（北山茂樹君）８団体実施団

体があるわけでございますけども、８団体の

経営状況を調べてみますと、全体的な流れで

は、全体的な傾向といたしましては、輸送回

数、それから走行距離とも、横ばいもしくは

減少傾向にあるというのが実情でございます。

実施団体８団体中６団体は、介護施設それか

ら障がい者施設など、他の事業を実施しなが

ら福祉有償運送を運営してございます。それ

ぞれの経営状況を見てみますと、８団体の１

回当たりの平均収入を下回っているのが４団

体。先ほど、議員のほうも平均収入で610円と

いうことでお話あったわけですけども、その

610円を下回っているのが４団体。それから、

その４団体につきましては、すべて介護施設

や障がい者施設など、他の事業も実施しなが

ら福祉有償運送を運営している団体でござい

ます。 

 それから、市として何らかの経営支援が必

要ではないかということでございますけども、

今後、高齢社会がどんどん超高齢社会という

ことになっていくわけでございますけども、

福祉有償運送の必要性というのは私どもも十

分認識しておりますし、それから、経営支援

の必要性というんですか、それも十分理解は

できるんですけれども、先ほども言いました

とおり、実施団体には介護施設や障がい者施

設など、他の事業を運営しながら福祉有償運

送を運営している団体、それから、福祉有償

運送を主として運営している団体など、さま

ざまな形態があるわけでございまして、すべ

ての団体に経営支援するということになりま

すと、また、一部の団体にだけでも経営支援

するということになりましてでも、それぞれ

公平性を欠くことになりかねないという事情

もございます。 

 つまり、福祉有償運送が赤字であってでも、

その介護施設等の運営も含めたトータル的な

運営コストの中では、十分運営していけるん

ではないかというように考えている次第です。 

 ただ、先ほどから、２団体については福祉

有償運送を主としてやっている団体でござい

ますけども、その２団体だけに補助金を支出

するということも、公平性を欠くということ

になります。したがいまして、経営支援する

のに慎重に検討が必要ということが言えると

思います。 

 それから、運送対価ですけども、タクシー

の上限運賃の概ね２分の１という範囲内でや

っておりまして、現在のガソリンの単価の価

格の上昇をいろいろ考慮しますと、２分の１

の範囲内において、運営協議会の承認も得て、

それから、利用者の過度の負担とならない範

囲では、若干運送対価を値上げしていっても

いいんじゃないかと、かように思っておりま

す。 

 それから、他府県の状況を見ますと、三重

県、それから京都府など、府県レベルの中で

福祉有償運送に対して補助金を出すという自

治体がございます。したがいまして、私ども、

和歌山県にはそういう補助金がございません

ので、今後、福祉有償運送の車購入ですとか、

それから買い替えとか、そういうときに必要

な経費については、できれば県のほうで補助

金制度を創設していただけるよう、強く要望

もしていきたいなと考えているところでござ

います。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君。 
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○５番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 先ほど、三重県、京都府のこともおっしゃ

っていただきまして、本当に、これはもう市

単独ではなかなか難しいことやと思いますし、

すぐにできるものでもないと私も考えており

ますが、しかしながら、やはりこの事業は重

要であるということには変わりないというこ

とですので、しっかりここは県のほうにも

我々もやはり訴えさせていただいて、しっか

り県としても補助金を出していただいて、市

としても補助をすると。 

 ８団体のうち６団体は、ほかの事業で収益

を得ているのでということでもありましたけ

ども、じゃあ本当に、もうあと２団体で、ほ

かはもう増えなくていいんですかということ

になってしまうと思いますので、そういうわ

けではないというふうにも思いますし、ニー

ズもどんどんこれから増えていくというふう

にも思います。 

 この事業が増えなくて、今、多分待ってい

る方もいるかもわかりませんが、こういう

方々が、特に利用されるのは要支援とか、ま

だ比較的介護度が軽い方が利用されるとは思

うんですけども、こういう方々が利用できな

くて、外に出ることができなかったら、運動

能力というのはだんだん衰えてまいりますし、

さらに介護度が進んでいくということにもな

ります。そうなれば、市としての介護の負担

も増えてくるということにもなります。です

ので、これは福祉有償運送だけを考えるんで

はなしに、介護予防という点から大きく考え

ていただいて、これも介護予防の一つなんだ

というふうに考えていただければ、このあた

り、もう少し支援が必要じゃないかというふ

うにも思います。 

 先ほども言いましたように、大変収益を上

げる事業ではないというふうにも思います。

しかしながら、必要とされておるということ

であります。需要も供給もあるということで

ありますが、ただし、やはりそれに対する運

営費がないということにもなりますので、こ

のあたりもしっかり解消していくためにも、

やはり行政も支援していただきたいというふ

うにも思います。 

 やりたいという方はいるんじゃないかなと

思います。特に、団塊の世代と言われる方で

すね。これからどんどん引退をされますが、

まだまだ元気で働けるという方も増えてくる

と思いますし、そういう方々が、お金も時間

もあるんだけども何かをやりたいという方も

いらっしゃると思います。そういう方々にと

っては、この福祉有償運送はすごくいい事業

だというふうに思います。その方々がやって

いただければ、今までは本当に会社のためや

ったかもわかりませんが、人のためにしっか

り働けるという、そういった生きがいといい

ますか、働きがいのある、そういうふうな事

業になるんじゃないかなというふうに思いま

す。 

 ですので、先ほども言いましたように、介

護予防という大きな観点から、この辺もしっ

かり私たちも県のほうにも訴えて、市として

も、この辺いろいろな支援策を考えていただ

いて、ぜひともこの実施団体が増えて、利用

者もどんどん利用できるような、そういうふ

うな施策をお願いしたいというふうに要望し

まして、私の二つ目の一般質問を終わらせて

いただきます。 

 ありがとうございます。 

○議長（井上勝彦君）５番 森下君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後４時まで休憩いたします。 

（午後３時46分 休憩） 
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